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2018年度 第 2回町田市自殺対策推進協議会 会議録要旨 

 

1 日時 2018年 8月 9日(木) 14時 00分～15時 30分 

 

2 場所 町田市庁舎 2階 会議室 2-1 

 

3 出席者 

 特定非営利活動法人全国自死遺族総合支援センターセンター会員弁護士 川

合きり恵委員、特定非営利活動法人東京多摩いのちの電話副理事長 早借洋

一委員(職務代理)、八王子労働基準監督署町田支署監督・安衛課長 真田暁

委員、町田公共職業安定所次長 宮嶋修委員、警視庁南大沢警察署生活安全

課課長代理 比嘉健二委員、町田消防署警防課長 伊藤聖悦委員、一般社団

法人町田市医師会理事 中川種栄委員(会長)、公益社団法人東京都町田市歯

科医師会副会長 音琴三郎委員、一般社団法人町田市薬剤師会理事 安岡史

紀委員、社会福祉法人町田市社会福祉協議会事務局長 馬場昭乃委員、町田

商工会議所総務部部長 八木満委員、町田市町内会自治会連合会副会長 大

川原久委員、町田市公立小学校長会町田市立藤の台小学校長 三好浩一委員、

町田市公立中学校長会町田市立南中学校長 大川武司委員 

 

事務局 広松保健所長、田中健康推進課長、古川健康推進課担当課長、 

健康推進課職員 2名 

 

4 資料 

【資料 1-1】9月自殺対策強化月間事業について 

【資料 1-2】ゲートキーパー養成事業・仕事とこころ「いのち」支える！総合

相談会チラシ 

【資料 2-1】(仮称)町田市自殺対策計画（素案）（市民意見募集配布用 概要

版） 

【資料 2-2】(仮称)町田市自殺対策計画体系・指標 

【資料 2-3】(仮称)町田市自殺対策計画スケジュール 

【資料 2-4】(仮称)町田市自殺対策計画(素案) 

【資料 2-5】第 1回町田市自殺対策推進協議会からの主な変更点まとめ 

【資料 2-6】市民意見募集資料 

【当日配布資料 1】組織別取り組み状況一覧 

【当日配布資料 2】町田市自殺対策推進協議会委員名簿 

【当日配布資料 3】座席表 
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【当日配布資料 4】町田市自殺対策推進協議会設置要綱 

【当日配布資料 5】（仮称）町田市自殺対策計画（素案）意見シート(9月 14

日まで) 

  

5 議事要約 

（1）開会 

事務局より開会が宣言された。 

 

（2）報告事項 

① 事務局より「9月自殺対策強化月間事業について」報告があった。 

 

（質疑） 

会長：総合相談会の実施内容はどうなっているか。 

事務局：こころ、女性、労働、生活困窮、求職、法律、高齢者という複数の相

談ブースを設けて、一つの会場で複数の悩みを相談できる形で実施する。 

会長：相談会の周知はどのような方法をとるのか。 

事務局：広報まちだについては、自殺対策の特集号が 9 月 15 日に組まれる予

定である。総合相談会については、9月 1日に広報まちだに掲載予定となっ

ている。また、総合相談会の周知としては、チラシを町内会自治会回覧で各

世帯に周知している。また、町田市ホームページなどにも掲載する予定であ

る。 

 

（3）協議事項 

①事務局より「（仮称）町田市自殺対策計画（素案）について」報告があった。 

 

（質疑） 

委員：「自殺の原因・動機」に、健康問題が多いが、それに対しての重点的な

施策はあるか。 

事務局：健康問題について、特に基本施策の（2）「生きることの促進要因への

支援」の「適切な受診のための支援」では、健康に関する重点的な取り組み

として捉えている。健康問題は、あらゆる視点で連携していることを想定し

ている。 

委員：健康問題が原因で自死をされる方の指標は、どこかに載せてあるか。 

事務局：計画（素案）の 12ページに、「自殺の原因・動機」ということで数値

は載っている。 

会長：全体の枠組み等に関して、改めて見ていかがか。 
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職務代理：女性に関する対策の課題が挙がっている。調査結果から見ると、確

かに国や都と比較して 40 歳代女性の自殺の割合が高いが、特別な対応策な

どがあるのか。 

事務局：44 ページに掲載しているが、取組の方向性としては、40 歳代に限ら

ず、介護や子育てなど、さまざまな課題というものを女性が抱えているとい

うことから、重点の名称を「課題を抱える」という表現に変えている。 

会長：ここには鉄道団体の方はいらっしゃらないが、よく「人身事故」という

言葉を聞く。駅というより、街中の踏切が場所によってあると思うので、そ

の辺りもゆくゆくは検討していただければと思う。 

委員：「市民への啓発と周知」のところで、22ページに、「自殺は『誰にでも起

こり得る危機』という認識のもと、自殺に追い込まれるという危機に陥った

人の心情や背景への理解を深めることも含めて、広報活動、教育活動等、正

しい情報提供に取り組みます。」とあり、これはとてもよいと思う。逆に、

自殺に追い込まれる側の理解についての啓発は、どのような形で行ったらよ

いのだろうかと思う。助ける側からのアプローチになっている印象を受ける

ので、追い込まれた人がつながりやすいような視点があったほうがよいと思

う。 

事務局：支える側の方々を中心とした、啓発と周知が中心となっている。直接

的に追い込まれた方が、目につきやすい、相談しやすいといった部分のアプ

ローチも、また検討しながら進めていければと考えている。 

会長：死にたいと思ったときに、どこに相談したらよいかがわかりやすくなる

とよいと思う。 

委員：資料 2-4 の 29 ページ「若年層対策の推進」の、№11「自殺に関連する

グーグル検索対応事業」について教えて欲しい。 

事務局：この事業については、グーグルの検索で、例えば「自殺」「死にたい」

「苦しい」「助けて」など、自殺に関連するグーグル検索をした方に対して、

その相談先を周知するという事業である。「市内」と区切っているのは、グ

ーグルの方でエリア分けができるので、町田市内の中でそういった検索をし

た人に対して相談先を周知するといった仕組みになっている。 

委員：30 ページ「小中学校に関する相談体制の充実」の中に、「教職員向けの

ゲートキーパー養成講座を実施します。」とある。現状値が年 2 回で、目標

値が年 3回と書いてある。具体的にどういったことをされているのか。 

事務局：現状値の年 2回は、今のところ、新任の教職員の方とベテランの教職

員の方に対して実施させていただいている。指導課と調整して回数を決めて

いるところだが、ベテランと新任以外の方でも受けられるような体制をつく

っていきたいと考えている。 
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職務代理：どこにどう反映するかといったことではないが、私どもが活動して

いる中で、「もう死にたい」と思うタイミングは、やはり社会的にも人間関

係の孤立というのがキーワードになるのではないかと思っている。社会的な

弱者といわれる方々の中で、精神障がい者の方を例にとると、支援者や仕組

みとのつながりはあっても、同じ障がい者の仲間では信頼を持った人間関係

が難しい。また、精神障がいをお持ちでない方との人間関係は、さらに難し

い。自ら壁をつくるという点もあるが、やはり子どもたちからも遠ざけられ

ているような気もする。コミュニケーションを地域で途絶しているような

方々も散見する。精神障がいをお持ちの方に限らず、孤立といったこと、ま

たそれを乗り越えたときには地域でのコミュニケーション力は支える、支え

ない以前の問題として、お互いが築きあう、声を掛けあうような地域づくり

がベースにはあるのではないかと思う。 

会長：今日いただいたご意見を事務局でもう一度検討して、自殺対策計画の方

に反映していただけたらと思う。 

 

（4）情報交換 

自殺対策に関する取組状況について、委員間で情報交換を行った。 

 

会長：私は診療所で仕事をしているが、究極に自殺の可能性が高い方というの

は、自死の疑いのおそれありということで、強制入院に至る。非自発的入院

というが、そういったときに町田は東京都ではあるが、神奈川県の中にある

東京都なので、警察の方も同じだと思うが、鑑定が必要なときに府中までい

かなければいけない。昼間であれば待機している医者が町田警察署までくる

ということもあるが、特に夜間は遠くまで連れていかなければいけない。ま

た、町田の精神科医療の特徴として、駅周辺にたくさんクリニックがあり、

病院はそれぞれ南の端、北の端にあり中心部にはない。町田の精神科の中で

も連携を強めて、例えば私たち医者同士の中でもう少し円滑に対応できたら

と思う。町田ルールといった形で、診療所から病院へ即早期入院などができ

るシステムをつくろうかということを医師会、精神科の中では話している。 

委員：今年から毎週 1回電話相談をしているものが、厚生労働省から交付金が

出るということになったので、電話相談員の研修等を行っている。また、自

死遺族分かち合いの会についての冊子を作成していたものを、用法が変わっ

たので再度印刷している。 

委員：メンタル不調に関する対策としてのストレスチェック制度の運用と、メ

ンタルヘルス指針に基づく対策の指導、周知がメインになっている。現在は、

働き方改革関連法案に基づく法令の周知、また働き方改革については、法令
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の周知にとどまらず過労死に対する啓発活動を行っている。 

委員：職を失う、あるいは仕事を探す中で、経済的なものをつなぐという意味

で我々ハローワークの方では非常に重要な部分であると思っている。市役所

と連携をしながら、その方のまずは生活の安定を考えながら仕事の斡旋に向

けてのお手伝いということで、我々は日々相談に乗らせていただく中で自殺

ということについては防げているのではないかと思う。 

委員：警察の取り組みとしては、通常の 110番、もしくは生活安全相談を通じ

て、自殺というキーワードがあった場合には、警察官職務執行法保護もしく

は通報などを通じて、自殺に関する防止をしている。警察として一番困る点

は、自死のおそれのある人物に関して、警察の方も緊急通報を通じてこれは

もう通報した方がよいという扱いはしているが、警察では暴れていても先生

のところに診療に行ったらおとなしくなっていたりなど、見極めが難しい場

合がある。 

委員：消防署として、自殺対策ということは特にない。東京都福祉保健局のひ

まわりさんと連携をして、傷病者ご本人とセンターの方で直接電話をしてい

ただき、お話をして対応をしているケースと、自殺の疑いがあれば警察、高

齢者であれば高齢者福祉課、社会福祉協議会と連携をして、その後のフォロ

ーにつなげているといった活動をしている。 

委員：歯科が自死に対して何かということはできないと思うが、1つできると

すれば食欲。食欲が落ちないように、しっかりと噛める口腔の健康を保つこ

と。また、障がい者の方の治療もしているが、今まで 1人統合失調症の方が

自殺されたということがあった。そこにはやはり行政が入っていって、しっ

かりとサポートしていくことが必要だと思う。 

委員：継続して、来局者に関係団体の紹介や健康の相談などを行っている。ま

た、健康づくりフェアが近づいてきたので、担当者がどのようなものを出展

するかなど、今話し合っている。 

委員：介護と非常に関連する成年後見制度だが、認知症高齢者の方の相談が全

体の 85％になっている。また、成年後見までにはならないが、判断能力が

相当衰えている方で、金銭管理の支援をすることによって、一般社会の中で

暮らしていけるといったお手伝いもしている。 

委員：商工会議所の場合、市内の事業者の方が会員さんになっているので、そ

の方々を対象に経営相談等でご融資の関係や資金繰りといった相談を行っ

ている。また、人については、採用活動や就職フェア、また障がい者の方の

雇用のセミナーの実施、後はメンタルヘルス系など、引き続きそういった事

業を実施して、経営者の方とそこで働く従業員の方々のお手伝いをしている

状況。 
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委員：ゲートキーパー講習を受けた地域の人を数多く養成し、ちょっと態度が

変わった人であったり、悩んでいるという方の早期発見に努めていただき、

各関係機関に連絡をするという取り組みを行っている。ゲートキーパー講習

を受けていただいて、それなりの専門的な目で見ていただき、対象者の方を

1人でも多く見つけていただき、対策をとっていきたいと思っている。 

委員：小学校は、毎月校内アンケートをとり、いじめに関係するような事例が

ないかということをチェックしている。関連したような意見が出てきた場合

は、個別に対応をしながら教育相談をして保護者と連携をしたり、学校の方

で連携をしたりしている。 

委員：中学校でもこころのアンケートを行っている。また、普段のやり取りの

中で、中学校でいうと支援委員会というものが週に 1回ある。私たちの若い

頃は、中学校の担任が家庭訪問をした。家庭訪問をするということは、1件

1件の家庭の状況がわかるので、指導面で非常に役立つが、今はほとんど行

っていない。その代わりに年 1回、3者面談を学校で行っている。時代に逆

行するのだが、家庭訪問の必要性を感じている。 

会長：ひとつつけ加えたかったことなのだが、自殺対策計画の中で「生きるこ

との促進要因を増やす」がある。この自殺対策計画には直接関係ないが、患

者さんを見ていると、通常この 8月の夏休みは、みなさん陽の光の影響もあ

り明るく快活で、そんなにうつになることはない。しかし、こういった異常

気象、もしくは文科省の問題等の社会的な不信などで動揺している方が多い。

特に、若年者の方に、生きていてよかったと思えるようなまちを地域でつく

れたら、ということを町田市にお願いしたい。 

 

 

（5）その他 

事務局より、その他の配布資料についての補足説明、市民意見募集について、

及び次回の町田市自殺対策推進協議会の開催日程について説明があった。 

 

（6）閉会 

  事務局より、閉会が宣言された。 

 

 


